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1 

基本
目標

区
分 No. 施策名 担当課 内容 評価

指標
現状値

（H25 年度）
目標値

（H31 年度） Ｈ 28 年度取組状況 評価 Ｈ 29 年度実施予定 

１
．
子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
を
支
援
し
ま
す

１
．
子
育
て
家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

1 
保育所等保育
料の軽減 

こども育成課 
子育てに伴う経済的負担の軽減を図るた
め、保育所等保育料を国の水準より低額に
設定します。 

負担額 
0 円～75,600 円の範囲内 
（17 階層） 

保育料の実質負
担金額について、
現行の水準を維持
します。 

平成 27 年度までと同様の軽減を実施したほか、新たに以下の
取組みを行いました。 
●対象世帯：年収 360 万円未満の世帯 
１ 多子計算に係る年齢制限の撤廃 
２ ひとり親世帯等の第 1子を半額、第 2子を半額又は 1/4 額と
します 

A（順調） 

28 年度までの軽減に加え、新たに下記の取組みを実施予定 
●対象世帯：年収 570 万円未満の子どもが 3人以上いる世帯 
１  多子計算に係る年齢制限の撤廃 
２  第 3子以降を無償化 

2 
私立幼稚園入
園料補助 

こども育成課 
私立幼稚園入園児保護者の負担軽減を図
るため、入園料の一部を引き続き補助しま
す。 

負担額の軽減 対象者：1,255 人 
対象者への入園
料補助を引き続き
実施します。 

新入園児 1,013人に一人あたり一律 10,000 円を補助し、うち
市民税所得割非課税世帯の54人に 5,000円を加算し補助しま
した。 

A（順調） 
対象者への入園料補助を引き続き実施します。 
※新制度幼稚園に移行した場合には入園料がないため、補助対象者が
基準年から減少しています。 

3 
私立幼稚園就
園奨励費補助 

こども育成課 
私立幼稚園在園児保護者の負担軽減を図
るため、所得に応じ保育料の一部を補助し
ます。 

負担額の軽減 対象者：2,661 人 
対象者への保育
料の補助を引き続
き実施します。 

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、新制度に移行した幼
稚園等と保育料に実質的な差がないよう補助を行いました。 
※No.1 同様の取組みを新たに実施しました。 
補助対象者：2,464 人 
補助額：282,041,400 円 

A（順調） 
対象者への保育料の補助を引き続き実施します。 
※No.1 と同様の取組みを新たに実施します。 

4 児童手当 こども支援課 

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを
社会全体で応援することを目的として、15
歳到達後の最初の年度末までの子ども（中
学校修了前までの子ども）を監護し、かつ、
子どもと一定の生計関係にある父また母等
に手当を支給します。 

制度の実施 
受給者数：13,772人 
支給総額：2,946,165,000 円

国の制度に基づ
き、受給対象者に
対し、引き続き手
当てを支給します。

受給者数：13,219人 
延児童数：256,962人 
支給総額：2,864,680 千円 

A（順調） 国の制度に基づき、受給対象者に対し、引き続き手当てを支給します。

5 
助産施設利用
事業 

こども支援課 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的
理由により入院助産等を受けることができ
ない妊産婦に対し、助産施設における入院
助産を提供します。 

病床数 
3 施設 10病床 
（利用件数：26件） 

病床数を維持し、
対象者に対し、引
き続き提供します。

3施設 10病床継続 
利用件数：27件 
助成総額：12,788,009円 

A（順調） 前年度と同様に実施します 

6 
乳幼児医療費
助成 

こども支援課 
乳幼児の健康が守られるよう就学前まで医
療費の助成を行い、早期治療並びに福祉
の向上を推進します。 

制度の実施 
受給対象者：9,691 人 
（※市助成対象者 

3～6歳児：4,581人）

北海道の助成を上
回る市単独の助成
を引き続き実施し
ます。 

小学校卒業までの乳幼児等を対象に医療費の助成を実施。 
※小学生は入院のみ 
（受給者数：9,329 人） 

A（順調） 北海道の助成を上回る市単独の助成を引き続き実施します。 

7 
特定不妊治療
費助成事業 

健康支援課 

不妊治療のうち体外受精・顕微鏡受精（特
定不妊治療）を受けたご夫婦の経済的な負
担を軽減するため、治療費の一部を助成し
ます。 

制度の実施 新規事業 
北海道の助成を上
回る市単独の助成
を実施します。 

延べ 202名に、計 9,786,030 円を助成。 A（順調） 
不妊治療のうち体外受精・顕微鏡受精（特定不妊治療）を受けたご夫
婦の経済的な負担を軽減するため、北海道の助成を上回る治療費の一
部を市が助成します。 

8 
遠距離通学費
補助 

教）学校教育課

遠距離通学（小学生４ ㎞以上、中学生６
㎞以上）に要する交通費の全額（バス定期
代）を助成し、保護者の経済的負担の軽減
を図ります。 

制度の実施 
対象者 
4km以上の小学生：0人 
6km以上の中学生：8人 

対象者への交通
費の助成を引き続
き実施します。 

対象者 
4km以上の小学生：0人 
6km以上の中学生：1人 

A（順調） 対象者への助成を引き続き実施します。 

9 
特定地域バス
通学児童交通
費補助 

教）学校教育課

3㎞以上４ ㎞未満の地域よりバス通学して
いる小学生に、通学に要する交通費（バス
定期代）の2分の１ を助成し、保護者の経
済的負担の軽減を図ります。 

制度の実施 
対象者 
3km以上 4km 未満の 
小学生：6人 

対象者への交通
費の助成を引き続
き実施します。 

対象者 
3km以上 4km 未満の小学生：6人 

A（順調） 対象者への助成を引き続き実施します。 

10 就学援助 教）学校教育課

経済的理由により義務教育である小学校及
び中学校に就学困難と認められる児童生
徒の保護者に対して、就学に必要な援助を
行います。 

制度の実施 
対象者 
小学生：延べ 1,522人 
中学生：延べ 915人 

対象者への就学
援助を引き続き実
施します。 

対象者 
小学生：延べ 1,276人 
中学生：延べ 740人 

A（順調） 

新入学用品費について 
支給する額を増額いたします。また、入学前支給を希望する家庭に対し、
支給を可能といたします。 
学用品費等について 
Ｐ Ｔ Ａ会費、生徒会費、クラブ活動費の加算をいたします。 
※生徒会費、クラブ活動費については中学生のみ実施。 

11 
苫小牧市育英
会・交通遺児育
英会事業 

教）総務企画課
経済的な理由から就学が困難な方に、奨学
金等の貸与、給与により教育を受ける機会
を与えます。 

新規貸与・受給者数 20 人 25 人 8 人 
C（やや遅れ
ている） 

9 人 

12 
家庭ごみ処理
手数料の負担
軽減 

ゼロごみ推進課
２ 歳未満の乳幼児がいる世帯を対象に２
０ ℓの有料指定ごみ袋を交付し、家庭ごみ
処理手数料の負担を軽減します。 

負担の軽減 4,033 人（645,760枚） 
家庭ごみ処理手数
料の負担軽減を引
き続き実施します。

1,564 件（339,580枚） A（順調） 家庭ごみ処理手数料の負担軽減を引き続き実施します。 

２
．
子
育
て
相
談
体
制
の
強
化

13 
子どもの育児
発達相談 

健康支援課 

子どもの発達や子育てに関する不安や悩
みを抱えている親からの相談に保健師・発
達相談員が適切な助言・指導するなどサポ
ートしていきます。 

相談体制 

電話、メール、来所相談 
：随時実施 
1 歳 6 か月児健診、3歳児
健診等における発達相談 
：各健診年 36回 

保健師や発達相談
員が助言・指導す
る相談体制を維持
します。 

電話、メール、来所相談：随時実施 
1 歳 6 か月児健診、3歳児健診等における発達相談： 
各健診年 36 回 
子育て世代包括支援センター 相談件数 380 件 
5 歳児発達相談 23名 
産前・産後サポート事業 プレママくらす延べ 66名 
              ママくらす延べ 147 名 
産後ケア事業 実人数 94名 

A（順調） 
保健師や発達相談員が助言・指導する相談体制を維持します。 
5 歳児発達相談の周知拡大に努めます。 
子育て世代包括支援センターの機能充実に努めます。 

14 
保育所での育
児相談事業 

こども育成課 
地域における身近な育児相談の場として、
保育所等において電話などによる育児相談
を行います。 

実施園数 
19 園 
（H25 年度実績は保育所
のみ） 

28 園 
実施園数 24 園（保育所及び認定こども園） 
○保育所 19 園○認定こども園 5園 

B（概ね順調）
実施園数 28 園 
○保育所 18 園○認定こども園 6園○小規模保育事業所 4園 

３
．
親
の
子
育
て

力
の
強
化

15 赤ちゃん教室 健康支援課 
2 か月、7か月、12か月児を持つ保護者を
対象に、育児に関する知識の普及と交流を
通した仲間づくりを推進します。 

参加人数 延べ 1,066 組 延べ 1,100組 延べ 988組 A（順調） 
2 か月、7か月、12か月児を持つ保護者を対象に、育児に関する知識
の普及と交流を通した仲間づくりを推進します。 
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１
．
子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
を
支
援
し
ま
す

４
．
子
育
て
情
報
提
供
の
充
実

16 パパママ教室 健康支援課 

初妊婦とその夫を対象に、父親の育児参加
動機付けの機会として、また、ともに協力し
て子育てを学ぶ機会として「パパママ教室」
を開催します。 

参加人数 169 組 216 組 
パパママ教室 185組 
パパママカフェ 27組 
父子健康手帳 1,284 件 

A（順調） 
初妊婦とその夫を対象に、父親の育児参加動機付けの機会として、また、
ともに協力して子育てを学ぶ機会として「パパママ教室」、「パパママ
カフェ」を開催します。 

17 
子育て支援講
座の開催 

こども育成課 

子どもの健康や子育ての方法に関する保
護者の不安や悩みの解消または軽減を図
るため、子育てに関する各種講座を開催し
ます。 

参加人数 552 人 600 人 
実施回数：59回 
延参加世帯数：570世帯 
延参加者数：1,191 人 

A（順調） 28 年度と同様に実施予定 

18 
「親子で楽しく
遊ぼう」事業 

こども育成課 

広報で募集した子育て中の親とその幼児
に、親子で一緒に遊ぶふれあいの場の提供
や、子どもの発達に合わせた遊び方の紹介
などを行います。 

参加人数 879 人 950 人 
実施回数：45回 
延参加世帯数：514世帯 
延参加者数：1,064 人 

A（順調） 28 年度と同様に実施予定 

19 
子育て情報誌
の発行 

こども育成課 
保育士と子育て中のお母さんとの協同によ
る、子育てに関する定期情報誌「のんきこ
んき げんき」を発行します。 

設置箇所数 79 か所 100 か所 
設置箇所数：83か所 
発行回数：年 2回 

A（順調） 
発行を年 4回にするほか、利用者支援員や看護師などの情報発信コー
ナーを新たに加えるなど、子育て世代にとってより身近な情報誌となるよ
う努めます。 

20 
保育所・幼稚園
等の情報提供 

こども育成課 
市のホームページや「幼稚園ガイド」で、
市内の保育所や幼稚園の各種情報を積極
的に提供します。 

「幼稚園ガイド」の設置
箇所数 
内容の充実 

3 か所 
ホームページでの保育所
等の情報提供 

45 か所 
内容の充実 

設置箇所数：12か所 
幼稚園のほか保育所や認定こども園、認可外保育所などの情
報も網羅した「子ども・子育てガイド」を「幼稚園ガイド」に代
わり新たに発行し、内容の充実を図ると共に設置箇所数を増や
すことにより積極的な情報提供に努めました。 

A（順調） 子ども・子育てガイドの内容充実に取り組みます。 

５
．
子
育
て
の
場

の
提
供

21 
子育てサークル
等の活動の支
援事業 

こども育成課 

子育て中のお母さんたちのサークル活動
の場として、とまこまい子育て支援センター
内の専用室「サークルルーム」を無償で提
供し、子育てサークル活動等の促進を積極
的に図ります。 

実利用団体数 23 団体 30 団体 26 団体 B（概ね順調） 28年度と同様に実施予定 

６
．
子
育
て
支
援
者
へ
の
支
援

22 
子育て支援グル
ープへの支援 

男女平等参画課
地域の子育て団体等の学習活動を支援し
ます。 

支援団体数 3 団体（総額 45,000 円） 6団体 
広報とまこまい、ホームページでの事業周知。 
子育てサークル主催の教育講座など、５ 団体に助成。 
（総額 42,500 円） 

A（順調） 継続支援 

23 
子育てサークル
活動助成事業 

こども支援課 

子育てをしている方の、子育て不安や孤立
感を解消するため、子育て支援活動を実施
している団体に対し、その活動を支援しま
す。 

助成額 
15,000 円 
（補助団体 17団体 
補助総額 2,555,000円） 

子育てサークル団
体への助成額を現
行の水準で維持し
ます。 

15,000 円 
（補助団体 22団体 
 補助総額 320,000 円） 

A（順調） 子育てサークル団体への助成額を現行の水準で維持します。 

24 
育児サークル
への出前講座 

こども育成課 
育児サークルを育成・支援するため、乳幼
児の発育・発達、育児方法についての出前
講座を行います。 

開催数 2 回 6 回 
実施回数：2回 
参加者数：48人 

B（概ね順調） 育児サークルの支援のために、出前講座の一層の周知に努めます。 

７
．
子
ど
も
の
健
康
増
進

25 
乳幼児健康診
査の充実 

健康支援課 

・4か月児健診 
 4 か月児に対して、市内医療機関におい
て健康診査を実施し、疾病や障がいの早期
発見を図ります。 

受診率 

97.0% 100% 97.3% A（順調） 
4 ヶ月児に対して、市内医療機関において健康診査を実施し、疾病や障
がいの早期発見を図ります。 

・10か月児健診 
 10か月児に対して、市内医療機関におい
て健康診査を実施し、疾病や障がいの早期
発見を図ります。 

93.6% 100% 94.5% A（順調） 
10 か月児に対して、市内医療機関において健康診査を実施し、疾病や
障がいの早期発見を図ります。 

・1歳 6か月児健診 
 1 歳 6か月児に対して、苫小牧市教育・
福祉センターにおいて一般健康診査と歯科
健康診査を行い疾病や障がいの早期発見
及び心身の健全な発育・発達を促すととも
に、育児不安の軽減を図ります。 

96.6% 100% 98.7% A（順調） 
１ 歳６ か月児に対して、苫小牧市教育・福祉センターにおいて一般健康
診査と歯科健康診査を行い疾病や障がいの早期発見及び心身の健全
な発育・発達を促すとともに、育児不安の軽減を図ります。 

・3歳児健診 
 3 歳児に対して、苫小牧市教育・福祉セ
ンターにおいて一般健康診査と歯科健康診
査を行い、疾病や障がいの早期発見及び
心身の健全な発育・発達を促すとともに、
育児不安の軽減を図ります。 

95.6% 100% 98.7% A（順調） 
３ 歳児に対して、苫小牧市教育・福祉センターにおいて一般健康診査と
歯科健康診査を行い、疾病や障がいの早期発見及び心身の健全な発
育・発達を促すとともに、育児不安の軽減を図ります。 

26 
乳幼児健診事
後教室の実施 

健康支援課 

1 歳 6 か月児健診・3歳児健診において継
続的な支援が必要と思われる親子に対し
て、遊びなどを通じて発達を促すとともに、
相談を通じてサポートしていきます。 

教室実施体制 

1歳 6か月児健診事後教室
参加人数：延べ 658 人 
3 歳児健診事後教室 
参加人数：172人 

乳幼児健診事後教
室を引き続き実施
します。 

・1歳 6 ヶ月健診事後教室参加人数（延 731 人） 
・3歳児健診事後教室参加人数（延 148 人） 

A（順調） 
1 歳 6 ヶ月健診、3歳児健診において継続的な支援が必要と思われる親
子に対して、遊びなどを通じて発達を促すとともに、相談を通じてサポ
ートしていきます。 

27 

こんにちは赤ち
ゃん事業（乳児
家庭全戸訪問
事業） 

健康支援課 

生後 4か月までの乳児の全戸訪問を実施
し、母子の心身の状況や不安悩みを聞き、
支援が必要な家庭に対するサービスの提
供や子育てに関する情報提供を行います。

訪問実施率 98.6% 100% 99.3％ A（順調） 
生後 4か月までの乳児の全戸訪問を実施し、母子の心身の状況や不安
悩みを聞き、支援が必要な家庭に対するサービスの提供や子育てに関
する情報提供を行います。 
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康
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進

28 
訪問指導・育児
などの個別支
援 

健康支援課 

妊産婦から乳幼児まで継続的な支援を要
する方や、育児、子どもの発達に不安のあ
る方に対し、保健師が家庭訪問、電話等で
支援します。 

支援体制 訪問件数：1,669 件 

保健師による家庭
訪問、電話相談等
で支援できる体制
を維持します。 

1,901 件 A（順調） 
妊産婦から乳幼児まで継続的な支援を要する方や、育児、子どもの発
達に不安のある方に対し、保健師が家庭訪問、電話等で支援します。

29 予防接種の推進 健康支援課 

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白
髄炎（ポリオ）、麻疹（はしか）、風疹、
結核、水痘等の発生及びまん延を予防する
ため、主に乳幼児を対象に定期予防接種を
実施します。また、予防接種の説明、予診
票付きのしおりを個別に配布するなど、予
防接種の周知と勧奨を推進します。 

Hib ワクチン 1回目の接
種率の向上 

86.4% 90% 79.22% A（順調） 

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎（ポリオ）、麻疹（はし
か）、風疹、水痘、日本脳炎、肺炎等の発生及びまん延を予防するた
め、主に乳幼児を対象に定期予防接種を実施します。また、予防接種
の説明、予診票付きのしおりを個別に配布するなど、予防接種の周知と
勧奨を推進します。 

30 
親子デンタル
教室 

健康支援課 

1 歳から 1歳 6か月児を持つ親を対象に、
虫歯予防のための知識の普及と実践を学
ぶことを目的に、親子デンタル教室を開催
します。 

参加人数 
45 人 
（年 3回実施） 

90 人 
68 人 
（年 3回実施） 

A（順調） 
1 歳から 1歳 6か月児を持つ親を対象に、虫歯予防のための知識の普
及と実践を学ぶことを目的に、親子デンタル教室を開催します。 

31 

保健・医療連携
システム事業で
の支援活動の
推進 

健康支援課 

周産期養育支援保健・医療連携システムに
従い医療機関と連携しながら、養育支援を
必要とする家庭の把握と継続支援を推進し
ます。 

支援実施率 
100% 
（訪問件数：223 件） 

100% 221 件 A（順調） 
周産期養育支援保健・医療連携システムに従い医療機関と連携しなが
ら、養育支援を必要とする家庭の把握と継続支援を推進します。 

８
．
母
親
の
健
康
増
進

32 
乳がん・子宮頸
がん検診 

健康支援課 

乳がん・子宮頸がんの早期発見・早期治
療により、がんによる死亡を減少させるた
め、40歳以上、20歳以上の女性を対象に、
乳がん、子宮頸がん検診を実施します。 

がん検診受診率向上 

受診者数 
胃がん検診：2,214人
（4.9％） 
肺がん検診：8,306人
（18.4％） 
大腸がん検診：6,129 人
（13.6％） 
子宮頸がん検診：4,429 人
（18.4％） 
乳がん検診：2,744人
（19.3％） 

胃・肺・大腸がん：
40％ 
子宮頸・乳がん：
50％ 
（国の指針と同率
としている） 

受診者数（受診率） 
胃がん検診：2,361名（2.26%） 
肺がん検診：8,496名（8.12%） 
大腸がん検診：5,849 名（5.59%） 
子宮頸がん検診：3,822 名（5.17%） 
乳がん検診：2,796名（5.04%） 
※Ｈ 28年度実績から、受診率の計算式を変更 
（受診者/全対象年齢人口） 

B（概ね順調）

乳がん・子宮頸がんの早期発見・早期治療により、がんによる死亡を
減少させるため、40歳以上、20歳以上の女性を対象に、乳がん、子
宮頸がん検診を実施します。受診者数および受診率もここ数年低い水準
で推移していることから、周知方法や広報活動を見直し、市民への周知
を徹底していきます。また、啓発活動や講演会を実施し、啓蒙活動にも
より一層力をいれていきます。 

33 母親教室 健康支援課 
妊婦を対象に妊娠・出産・育児に関する知
識の普及と親としての意識の向上を図るた
め母親教室を開催します。 

参加人数 延べ 317人 延べ 350人 延べ 233人 B（概ね順調）
妊婦を対象に妊娠・出産・育児に関する知識の普及と親としての意識の
向上を図るため母親教室を開催します。 

34 
母子健康手帳
の交付 

健康支援課 

母子手帳交付時に、保健師、看護師が面
接を行い、情報提供やハイリスク妊婦の把
握を図り、継続支援につなげていきます。
また、マタニティマークの普及啓発に努めま
す。 

妊娠届出が妊娠 20 週未
満の割合 

妊娠 11 週以内の割合：
88.2％ 
妊娠 12～19週の割合：
9.6％ 

100% 
1315 人へ発行 
妊娠 11 週以内の割合：90.8％ 
妊娠 12～19週の割合：7.4％ 

A（順調） 
母子手帳交付時に、保健師、看護師が面接を行い、情報提供やハイリ
スク妊婦の把握を図り、継続支援につなげていきます。また、マタニテ
ィマークの普及啓発に努めます。 

35 
妊婦健康診査
事業 

健康支援課 
妊娠期の健康管理のため、妊婦健診及び
超音波検査費用を助成します。 

健診回数の維持 
妊婦一般健康診査の助成： 
14 回
超音波検査の助成：4回 

現行の助成健診回
数を維持します。 

妊婦一般健康診査の助成：14回 
超音波検査の助成：4回 

A（順調） 妊娠期の健康管理のため、妊婦健診及び超音波検査費用を助成します。

36 
若年妊婦訪問
事業 

健康支援課 

妊娠届時に18歳以下(高校3年生相当年齢
以下）の初産の妊婦を対象に、妊娠期に全
数訪問を実施し、妊娠・出産の準備等の支
援をします。 

訪問実施率 新規事業 100% 
対象者 7件 
訪問実施率 57.1% 
(長期里帰りなどで訪問ができなかったケースがあったため）

A（順調） 
妊娠届時に 18 歳以下(高校 3年生相当年齢以下）の初産の妊婦を対象
に、妊娠期に全数訪問を実施し、妊娠・出産の準備等の支援をします。

９
．
食
育
の
推
進

37 
離乳食  
・食事指導 

健康支援課 
乳幼児健診において、離乳食・食事に関す
る個別指導を行います。 

栄養指導体制 
栄養士による指導数：延べ
840 人 

栄養士による栄養
指導を引き続き実
施します。

栄養士による栄養指導（延べ 675 人） A（順調） 乳幼児健診において離乳食・食事に関する個別指導を行います。 

38 
離乳食講習会
の開催 

こども育成課 

子どもの健康や成長にとって、「適正な栄
養と食事」が基本であることを学んでもらう
ため、子育て中の親を対象に調理実習や講
習会を開催します。 

参加人数 273 人 300 人 
実施回数：14回 
延参加者数：257 人 

A（順調） 28 年度と同様に実施予定 

39 
保育所等での
「食への関心
の育成」事業 

こども育成課 

楽しく食べることで食への関心を持たせ、
園内での野菜づくりやクッキング保育等で
食の大切さを体験させます。また、保護者
には家庭向けの食事指導を行うなど、家庭
と保育所等が連携して子どもの健康な心と
体を育むことを推進します。 

実施園数 
19 園 
（H25 年度実績については
保育所のみ） 

保育所・幼稚園・
認定こども園全園

実施園数（保育所及び認定こども園全園）  
〇保育所 19 園  
〇認定こども園 5園 

A（順調） 
新たに幼稚園における取組状況についても実施状況の把握に努め、家庭
と施設が連携して子どもの健康な心と体を育むことを推進します。 

40 
小・中学生への
食に関する指導

教）指導室 

小学校、中学校の児童生徒一人ひとりが正
しい食事のあり方や望ましい食生活を身に
つけ、食事を通して自らの健康管理ができ
るようにするため、栄養士が食に関する指
導を行います。 

実施校数 
小学校：22校 
中学校：12校 

全小・中学校 
栄養教諭による食育指導を行いました。 
（小学校 24 校、中学校 15校） 

A（順調） 栄養教諭による食育指導を行います。 

１
０
．
小
児

医
療
の
充
実

41 
夜間・休日急病
センター（初期
救急） 

健康支援課 
夜間・休日急病センターにおける夜間休日
の診療、休日当番病院における休日祝祭日
の診療を行います。 

診療体制 利用者数：20,574人 
診療体制を維持し
ます。 

利用者数：180,856名 A（順調） 
夜間・休日急病センターにおける夜間休日の診療、休日当番病院にお
ける休日祝祭日の診療を行います。 
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42 
二次救急医療
機関運営事業 

健康支援課 
平成17年4月に苫小牧市立病院が小児科
救急医療拠点病院の指定を受けており、小
児救急医療の充実を図ります。 

診療体制 利用者数：1,230 人 
診療体制を維持し
ます。 

利用者数：1,052 人 A（順調） 
平成 17年 4月に苫小牧市立病院が小児科救急医療拠点病院の指定を
受けており、小児救急医療の充実を図ります。 

２
．
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
支
援
し
ま
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43 
子育てと仕事の
両立に関する法
や制度の周知 

男女平等参画課 育児・介護休暇、妊娠や出産、育児休業
等を理由とした解雇その他不当な取扱いを
することの禁止などの法や制度の周知、労
働時間の見直しなどの情報提供に努めま
す。 

周知体制の充実 

女性センターにおいて関連
図書の貸出、閲覧 
広報とまこまいやホームー
ページでの制度の周知 

周知体制を維持す
るとともに、フェイ
スブックの活用で
内容充実を図りま
す。 

・男女平等参画情報誌「ふりーむ」年 2回 4,000 部発行。併
せてホームページ掲載・各公共施設・他市へ配布のほか、講
座受講者・市民団体等に配布。また、社協だよりへの特集や
記事掲載により PR。ホームページ、ブログの活用。指定管理
者のHP・ブログでの発信。 
・男女平等参画推進センターにおいて図書資料貸出・閲覧。
新刊図書資料購入、他機関からの情報収集。 

B（概ね順調）

・男女平等参画情報誌「ふりーむ」年 2回 4,000 部発行。併せてホー
ムページ掲載・各公共施設・他市へ配布のほか、講座受講者・市民団
体等に配布。また、社協だよりへの特集や記事掲載により PR。ホーム
ページ、ブログの活用。指定管理者のHP・ブログでの発信 
・男女平等参画推進センターにおいて図書資料貸出・閲覧。新刊図書
資料購入、他機関からの情報収集（一時閉鎖していた図書資料室の再
開に向けた設備の充実、さらなる利用の向上を目指す） 
・介護に関する取組の実施 
・関連講座開催による学習機会や関係機関等との連携による相談体制
の充実を図る 

工業労政課 

育児休業法や男女雇用機会均等法の改正について、ホームペ
ージで周知 
子育てをしている女性向けの職業紹介やセミナー等について、
広報・ホームページで周知 

B（概ね順調）
育児休業法や男女雇用機会均等法について、ホームページ等で周知 
子育てをしている女性向けの職業紹介やセミナー等について、広報・ホ
ームページで周知 

44 

就労の場にお
ける母性保護
などの制度の
周知 

男女平等参画課

働く女性の母性保護や母性健康管理制度
の周知に努めます。 

周知体制の充実 

女性センターにおいて関連
図書の貸出、閲覧 
広報とまこまいやホームー
ページでの制度の周知 

周知体制を維持す
るとともに、フェイ
スブックの活用で
内容充実を図りま
す。 

男女平等参画推進センターにおいて関連図書の貸出、閲覧 
広報とまこまいやホームーページでの制度の周知 

B（概ね順調）

・男女平等参画推進センターにおいて関連図書の貸出、閲覧 
・広報とまこまいやホームーページでの制度の周知 
・関連講座開催による学習機会や関係機関等との連携による相談体制
の充実を図る 

工業労政課 

育児休業法や男女雇用機会均等法の改正について、ホームペ
ージで周知 
子育てをしている女性向けの職業紹介やセミナー等について、
広報・ホームページで周知 

B（概ね順調）
育児休業法や男女雇用機会均等法について、ホームページ等で周知 
子育てをしている女性向けの職業紹介やセミナー等について、広報・ホ
ームページで周知 

45 
仕事と家庭の
両立を促進する
ための啓発 

男女平等参画課

男女の固定的な役割分担意識を是正する
ため、広報・啓発活動や学習機会の充実に
努め、家庭や地域、職場における男女平等
参画を促進します。（男女平等参画情報誌
「ふりーむ」の発行、男女平等参画講座・
各種学習会の実施等） 

各種広報・啓発活動の実
施 

ふりーむ年2回 4,000部発行
及びホームページ掲載 
女性のエンパワーメント講
座：延べ 83人 
男のキッチン：延べ 140 人 
女性の人権後援会：102 人 
マザーズハローワークと共催
子育て中の母親の就職支援
講座：延べ 200 人 
男女平等参画宣言都市記念
式典の開催：1,000 人 

各種広報・啓発活
動を引き続き実施
します。 

・男女平等参画情報誌「ふりーむ」年 2回 4,000 部発行。併
せてホームページ掲載・各公共施設・他市へ配布のほか、講
座受講者・市民団体等に配布。また、社協だよりへの特集や
記事掲載により PR。ホームページ、ブログの活用。指定管理
者のHP・ブログでの発信。 
・男女平等参画推進センターにおいて図書資料貸出・閲覧。
新刊図書資料購入、他機関からの情報収集。 
男のキッチン：延べ 374人 
夏休み親子料理教室：36組 82人 
健康講座：27人 
女性のエンパワーメント講座：延べ 82人 
地域防災講座：31人 
女性の人権講演会：67人 
女性のための起業セミナー：延べ 30人 
女性のためのキャリアカウンセリング年 3回開催：延べ 5人 
マザーズハローワークと共催 子育て中の母親の就職支援講
座：延べ 147人 
・男女平等参画推進センター実施全事業での託児実施（1歳
以上中学生まで）託児人数：延べ 340 人、託児回数：90回

A（順調） 

・男女平等参画情報誌「ふりーむ」年 2回 4,000 部発行。併せてホー
ムページ掲載・関係機関等へ配布予定。 
・男女平等参画推進センターにおいて図書資料貸出・閲覧。新刊図書
資料購入、他機関からの情報収集。 
男のキッチン 
夏休み親子料理教室 
健康講座 
女性のエンパワーメント講座 
地域防災講座 
女性の人権講演会 
女性のための起業セミナー 
女性のためのキャリアカウンセリング 
マザーズハローワークと共催 子育て中の母親の就職支援講座 
・男女平等参画推進センター実施全事業での託児実施 
・ワールドカフェの開催等、啓発事業の実施 

２
．
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

46 延長保育事業 こども育成課 

保護者の労働形態の多様化、通勤時間の
増加等に伴い、通常の開所時間（午前７ 時
30 分～午後 6時 30 分）を前後 30分また
は後ろ 30分延長して開所する延長保育を
推進します。 

実施園数 5 園 12 園 
実施園数：8園 
延利用者数：9,398 人 

B（概ね順調） 28年度と同様に実施予定 

47 休日保育事業 こども育成課 
保護者の休日就労等に対応するため、日
曜・祝日等においても開所する休日保育を
推進します。 

実施園数 2 園 4 園 
実施園数：2園 
延利用者数：508 人 

B（概ね順調） 28年度と同様に実施予定 

48 一時預かり事業 こども育成課 

保護者の就労形態の多様化や疾病などや
むを得ない事由により、一時的に家庭にお
ける育児が困難な場合や保護者の育児疲
れなどの解消に対応するため、一時的に保
育が必要となる児童を預かる一時預かりを
推進します。 

実施園数 4 園 7 園 
実施園数：4園 
延利用者数：4,070 人 

B（概ね順調） 28年度と同様に実施予定 

49 乳児保育事業 こども育成課 

女性の就労増加や就労形態の変化により、
1歳未満児の保育に対する社会的要請が
増大しているため、乳児保育の充実に努め
ます。 

実施園数 17 園 34 園 実施園数：22園 
C（やや遅れ
ている） 

小規模保育施設の設置を促進し、乳児保育の充実に努めます。 

50 広域保育事業 こども育成課 
保育を必要とする児童を居住地の市町村
以外の保育所に相互入所させる広域入所
を実施します。 

制度の実施 
管外入所児童数：18人 
管外受入児童数：1人 

広域保育を引き続
き実施します。 

管外入所児童数：14人 
管外受入児童数：2人 

A（順調） 28 年度と同様に実施予定 



苫小牧市子ども・子育て支援事業計画における施策一覧                                            事業の評価 A（順調） B（概ね順調） C（やや遅れている） D（遅れている）資料 3

5 

基本
目標

区
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指標 
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（H25 年度） 
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（H31 年度） Ｈ 28 年度取組状況 評価 Ｈ 29 年度実施予定 

51 
病児・病後児保
育事業 

こども育成課 
病中又は病気回復期にあって、集団での保
育が困難な保育園児等を預かる病児・病
後児保育事業を推進します。 

実施箇所数 1 か所 4 か所 
実施施設数：2施設 
延利用者数：242 人 

B（概ね順調） 28年度と同様に実施予定 

３
．
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
環
境
を
整
備
し
ま
す

１
．
幼
児
期
の

保
育
・
教
育
の

充
実 52 

保育所、幼稚
園、認定こども
園の整備 

こども育成課 
保育所、幼稚園、認定こども園を整備し、
待機児童の解消、小学校就学前の子ども
の教育・保育環境の充実を図ります。 

認定こども園への移行園
数 

1 園 8 園 

28年 4月に公立保育所の民間移譲により市内幼稚園 1園が認
定こども園に移行したほか、既存認定こども園の受入枠拡大に
より、保育定員が増加しました。【保育定員の拡大数：10人
（28年 3月比）】【認定こども園数：5園】 

A（順調） 
29 年 4月に公立保育所の民間移譲により市内幼稚園 1園が認定こども
園に移行したほか、3歳未満児の待機児童解消に向けて更なる小規模
保育施設の設置を促進します。 

２
．
放
課
後
の
教
育
環
境
の

整
備 53 

放課後児童クラ
ブの充実 

青少年課 

保護者が労働等により昼間家庭にいない
小学生に、授業の終了後、遊びや生活の
場を提供し、その健全な育成を推進します。
また、保育所等の利用者が、就学後も引き
続き円滑に利用できるよう、開室時間の延
長や年齢拡大にともなう施設整備を進めて
まいります。 

開室数 

小学校：17か所 
（22 クラブ） 
児童センター・館：7か所
（7 クラブ） 
民間：2か所（2 クラブ）
計 26か所（31 クラブ） 
登録児童数：991 人 

小学校：22か所
（40 クラブ） 
民間：2か所 
（2 クラブ） 
計 24か所 
（42 クラブ） 
登録児童数 1,502
人 

小学校：19か所（30 クラブ） 
児童センター：4か所（4 クラブ） 
民間：2か所（2 クラブ） 
計 24か所（36 クラブ） 
登録児童数：1,185 人（年間平均人数） 

B（概ね順調）

小学校：19か所（31 クラブ） 
児童センター：4か所（4 クラブ） 
民間：2か所（2 クラブ） 
計 24か所（37 クラブ） 

３
．
学
習
指
導
の
充
実

54 
少人数指導や
習熟度別学習
の推進 

教）学校教育課

各学校において、個に応じたきめ細かな指
導の充実を目指し、Ｔ Ｔ 指導、少人数指導、
習熟度別学習を計画・実施します。（文部
科学省の「公立義務教育諸学校教職員定
数改善計画」に基づき実施します。） 

指導体制 

道事業を活用するなどし
て、全小中学校で実施 
少人数実践研究事業 
小学校：6校、中学校：5校
指導方法工夫改善加配 
小学校：20 校、中学校 17 校
退職人材活用事業 
小学校：9校、中学校：2校

指導体制を維持し
ます。 

少人数実践研究事業 
小学校：6校、中学校：１ 校 
指導方法工夫改善加配 
小学校：19校、中学校 12 校
退職人材活用事業（学力向上） 
小学校：８ 校、中学校：１ 校 

A（順調） 

少人数実践研究事業 
小学校：４ 校、中学校：５ 校 
指導方法工夫改善加配 
小学校：19校、中学校 12 校
退職人材活用事業（学力向上） 
小学校：８ 校 

４
．
国
際
教
育
の
充
実

55 
国際理解教育
の推進 

教）学校教育課
教）指導室 

 中学校における生徒のコミュニケーショ
ン能力の育成及び外国語教育の充実並び
に小学校における外国語活動、国際理解教
育の推進を図るため、外国青年招致事業に
よる外国語指導助手を学校に派遣します。

指導体制 
実施箇所 
小学校：16校 
中学校：15校 

外国語指導助手
の派遣及び外部
人材（外国語活動
の支援者）の活用
を引き続き実施し
ます。 

外国語指導助手を小･中学校に派遣し、小･中学校の外国語及
び国際理解に関する指導の充実を図った。 
実施校 
小学校：24校 
中学校：15校 

A（順調） 
外国語指導助手の派遣及び外部人材（外国語活動の支援者）の活用を
図ります。 

56 
こども国際交流
事業 

市民自治推進課

子どもたちを海外に派遣し、学校訪問交流
やホームステイ体験等を通し、諸外国の生
活文化に直接触れてもらうことで、国際的
視野を広め国際性豊かな人材を育成しま
す。 

派遣実施体制 

中学生 10人をフィリピン・
マニラに 4泊 5日で派遣。
（8回の事前研修、現地で
の学校訪問・交流、市内見
学等） 
帰国後、報告会、ホームペ
ージ、学校、ショッピングモ
ールでの報告書の公開を
実施。 

派遣先の見直し等
を行いながら、引
き続き派遣を実施
します。 

中学生 10人をフィリピン・マニラに 4泊 5日で派遣。6月から
2か月間、計 8回の事前研修を実施したほか。本研修では学
校や JICA フィリピン事務所への訪問、フィリピン人や日本大使
館職員との交流、市内視察等を実施した。帰国後は、事後研
修を行い、市長、保護者への報告会を実施した。 

A（順調） 訪問先をﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ・ネーピア市に変更して実施予定。 

５
．
教
職
員
の
資
質
向
上

57 
研究委嘱校によ
る研究の推進 

教）指導室 

学校教育の充実を図るため、研究委嘱校に
おいて、学校教育推進上の諸問題について
公開研究会を実施し、実践的研究を推進し
ます。 

内容の充実 
研究委嘱校による実践発表
の研修講座の実施 

公開研究会の内
容の充実を図りま
す。 

市内全小･中学校の教頭及び学力向上を担当する教諭が参加
した「研究委嘱校による実践成果発表」に関する研修講座を開
催しました。 

A（順調） 学校教育の充実を図ることから、研修講座の内容を充実させていきます

58 
私立幼稚園教
育研究補助 

こども育成課 

幼児の心身発達の助長を図るため、幼児教
育に係る研究（私立幼稚園教員の資質向上
のための研修事業参加費用）に要する経費
の一部を補助します。 

制度の実施 対象者：203 人 
対象者への研究
経費補助を引き続
き実施します。 

対象者：204 人 
補助額：3,876,000 円 

A（順調） 対象者への研究経費補助を引き続き実施します。 

59 
教職員研修会、
生徒指導講習
会の開催 

教）指導室 

教職員を対象に、いじめ・不登校などの問
題や児童生徒の安全確保の問題、その他
教育に関する今日的テーマに沿った研修会
を開催します。 

参加人数 1,238 人（35回開催） 
1,400 人 
（35 回開催） 

教職員を対象に、学力向上、いじめ・不登校などの生徒指導
特別支援教育に関する内容など、その他教育に関する今日的テ
ーマに沿った研修会を開催しました。 
参加人教 1392 人(25 回） 

A（順調） 
教職員を対象に、学力向上、いじめ・不登校などの生徒指導、特別支
援教育に関する内容など、その他教育に関する今日的テーマに沿った研
修会を開催します。 

６
．
教
育
施
設
の
整
備

60 教育施設整備 教）施設課 
老朽化した校舎、屋内体育館などを安全で
快適な教育環境に整備するため、改築、補
強及び大規模改造事業を推進します。 

未耐震化施設数の減少 22 施設 2 施設 

和光中学校校舎大規模改修及び耐震補強工事 
  計 1施設 

※下記については、H28 年度末時点において、施設全体として
の耐震化は未完了 
北光小学校一部校舎解体工事 
啓北中学校一部校舎解体工事 

B（概ね順調）

北光小学校校舎改築工事 
啓北中学校屋内運動場改築工事（新） 
啓北中学校屋内運動場解体工事（旧） 
※H29 年度末時点において、施設全体としての耐震化は未完了 
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３
．
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
環
境
を
整
備
し
ま
す

７
．
地
域

に
開
か
れ

た
学
校
づ

く
り

61 
学校評議員制
度の充実 

教）学校教育課
全小・中学校に学校評議員を配置し、地域
に開かれた学校づくりを推進します。 

学校評議員の配置 
小学校：68人 
中学校：38人 

学校評議員を引き
続き全小・中学校
に配置します。 

小学校：69人 
中学校：39人 

A（順調） 
小学校：69人 
中学校：38人 

８
．
い
じ
め
・
不
登
校
対
策
の
充
実

62 
いじめ・不登校
対策 

教）指導室 

いじめ・不登校の問題解決のため、スクー
ルカウンセラー（スクールソーシャルワーカ
ー）を学校に派遣し、担任と連携した児童
生徒への相談体制の充実を図ります。また、
いじめ問題の解決や、学校復帰などに向け
た児童生徒の支援も行います。 

相談体制 

スクールソーシャルワーカ
ーを活用した支援の推進 
延べ人数：570人 
学校訪問：458回 
家庭訪問：477回 
ケース会議：72回 

いじめ・不登校な
どの相談体制を維
持します。 

スクールソーシャルワーカーを活用した支援の充実を図りました。
延べ人数：485 人 
学校訪問：486 回 
家庭訪問：396 回 
ケース会議：58 回 

A（順調） 

いじめ・不登校の問題解決のため、スクールソーシャルワーカーを学校
に派遣し、学校と連携した児童生徒への相談体制の充実を図ります。ま
た、いじめの問題の解決や、学校復帰などに向けた児童生徒の支援を
行います。 

63 
いじめ・不登校
等相談 

こども支援課 
来所及び巡回などにより、いじめ・不登校
などに関わる相談を実施します。 

相談体制 相談件数：183件 
いじめ・不登校な
どの相談体制を維
持します。

相談件数：166件 A（順調） いじめ・不登校などの相談体制を維持します。 

64 
心の教室相談
員の配置 

教）学校教育課
生徒が悩みなどを抱え込まず、心にゆとり
を持てるよう、全中学校に心の教室相談員
を配置します。 

心の教室相談員の配置 15 人 
心の教室相談員を
引き続き全中学校
に配置します。 

15 人 A（順調） 15 人 

65 教育相談 教）指導室 
いじめ・不登校などの問題解決のため、指
導室において、来所及び電話による教育相
談を実施します。 

相談体制 相談件数：102件 
いじめ・不登校の
相談体制を維持し
ます。 

来室、電話及びメールによる相談を行いました。 
相談件数 117 件 

A（順調） 
いじめ・不登校などの問題解決のため、来室、電話及びメールによる
相談を行います。 

９
．
家
庭
・
地
域
の
教
育
力
の
強

化

66 公開研修講座 教）指導室 
一般市民や教職員を対象に、特殊教育、不
登校対策、その他教育に関する今日的テー
マに沿った研修講座を開催します。 

内容の充実 講座開催数：8回 
講座内容の充実を
図ります。 

一般市民向けの研修講座を開講しました。 
参加者数：計 179 名 

A（順調） 家庭・地域の教育力の強化に向けて、公開研修講座を開催します。 

67 
家庭教育相談
等の開催 

青少年課 

市役所と児童センターにおいて家庭教育相
談を、児童センターにおいて家庭教育学習
会を開催します。さらに、団体などの要請
により家庭教育講演会・地域懇談会も開催
します。 

相談件数学習会及び講
演会の開催回数 

64 件 15 回 80 件 20 回 87 件 13 回 A（順調） 
相談は随時家庭教育学習会及び子育て相談会は他の相談体制の移行
を検討中 

１
０
．
体
験
活
動
の
充
実

68 
幼・小・中学生
に対する体験活
動事業 

教）生涯学習課

子どもの体験活動の情報収集・提供（幼・
小・中学生「月間行事予定表」の発行等）
を行います。 体験活動プログラム事例等
の調査・研究（教職員向け）を行い、「学
社連携実践事例集」を発行します。体験活
動等に関する相談、指導者の紹介、学校や
個人と活動先のマッチング等を行います。
また、市内公共施設のサークル情報を収集
し、「サークルガイド」を発行します。 

推進体制 

幼・小・中学校「月間行事
予定表」の発行（毎月） 
アウトリーチ推進事業を小
中学校 10校で 22 事業、 
保育園で 2事業実施 
市内公共施設サークル情
報の収集と「サークルガイ
ド」の発行（年 1回発行）

体験活動の推進
体制を維持しま
す。 

・「こどものための行事案内」の発行（毎月） 
・アウトリーチ推進事業を小中学校で 18事業、幼稚園で 2事
業、保育園で 7事業、児童センターで 2事業実施。 
・市内公共施設サークル情報の収集及び市民向け「サークル
ガイド」の作成・発行（年 2回発行） 

A（順調） 

子どもの体験活動について情報収集を行い、「こどものための行事案内」
の発行を引き続き行います。 
また、体験活動等に関する相談、指導者の紹介、学校や個人と活動先
のマッチング等を行う「アウトリーチ推進事業」について開催回数の拡充
を行い、より多くの方に体験していただけるよう努めます。また、市内公
共施設のサークル情報を収集し「サークルガイド」を引き続き発行しま
す。 

69 
青少年キャンプ
場の利用促進 

青少年課 
青少年に集団生活や自然体験をしてもらう
ため、青少年キャンプ場の利用を促進しま
す。 

利用者数 917 人 2,000 人 利用者延べ 2,251 人 A（順調） 
キャンプ場の利用案内を、小中学校及び高校へ配付。また、「おやじ
の会」などにも送付する。 
360 度カメラを利用した HPのリユーアルを検討 

70 
リーダー 
養成事業 

青少年課 
地域の子どもリーダーを養成するため、各
種研修事業を推進します。 

登録者数 208 人 250 人 171 人 
C（やや遅れ
ている） 

サマーキャンプ、ウインターキャンプ、こども議会を例年通り開催。その
他苫子連事業とボランティアスクールを開催 

71 
児童の体験教
室事業 

教）科学センター

児童やその親を対象として、工作・科学教
室、天文教室などを開催し、児童の創造性
や創作性を高めるとともに健全育成を推進
します。 

参加人数 

木工教室：279 人 
科学ふれあい教室：316 人 
天文教室（星空観望会）： 
428 人 
夜間開館：488 人 
科学センター学習：1,655 人
移動科学センター：2,506 人
その他教室：110 人  ほか

各種教室等を引き
続き実施するとと
もに、参加人数の
増加に努めます。

木工教室：(11 回）237人 
科学ふれあい教室：（8回）190 人 
天文教室（星空観望会）：（12 回）245 人 
夜間開館：（14回）1,567人 
科学センター学習：（56回）1,527 人 
移動科学センター：（45回）2,901 人 
その他教室：（10回）435 人 
科学の祭典：（1回）1,223 人  

B（概ね順調）

木工教室：4回 
科学ふれあい教室：8回 
天文教室（星空観望会）：10回 
夜間開館：12回 
科学センター学習：50回 
移動科学センター：50回 
その他教室：10回  ほか 

教）美術博物館

郷土の自然や歴史を学ぶ知識の広場とし
て、博物館を広く一般に公開し、生涯学習
社会に対応した博物館活動の推進に努め
るとともに、特別展、企画展、体験教室、
観察会・見学会、映画会などを開催し、子
どもの健全育成を推進します。 

推進体制 

特別展（1回）：5,045 人 
企画展（6回）：12,326 人 
郷土学習（29回・23 校）：
1,501 人 
自然観察会・歴史見学会 
（3回）：70 人 
映画会（2回）：85人ほか

子どもの健全育成
の推進体制を維持
します。 

特別展（1回）：4,129 人 
企画展（4回）：12,341 人 
郷土学習（26回・22校）： 1,603人 
美術博物館祭(16回)：2,245 人 
無料観覧日(5 月：907人・11 月：941 人ほか 

A（順調） 

特別展（1回）企画展（4回）コレクション展(２ 回） 
中庭展示(２ 回）郷土学習、美術館賞教育、美術博物館祭、 
無料観覧日(5 月・11月）ほか 
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３
．
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
環
境
を
整
備
し
ま
す

１
０
．
体
験
活
動
の
充
実

71 
児童の体験教
室事業 

環境生活課 

小中学生を対象に、自然ふれあい教室、い
のちの授業、獣医さんの野生動物救護の現
場ウォッチングを開催、自然や命の大切さ
を学ぶ活動を実施します。 

各種活動の実施 

自然ふれあい教室 
（12 回）：665人 
いのちの授業 
（18 クラス）：551人 
野生動物救護の現場ウォッ
チング（1回）：20人 

各種活動を引き続
き実施します。 

自然ふれあい教室（13回）：723人 
いのちの授業（42 クラス）：1252 人 
野生動物救護の現場ウォッチング（2回）：30人 

A（順調） 
自然ふれあい教室（15回）：800人 
いのちの授業（40 クラス）：1500 人 
野生動物救護セミナー（4回）：70人 

教）勇武津資料
館 

地域の児童や親を対象として、「ふるさと
探訪」「生活体験教室」等を実施し、子ど
もの健全な育成を引き続き推進します。 

内容の充実 
ふるさと探訪（3回）：8人
生活体験教室（8回）： 
105 人 

各種活動の内容
の充実を図りま
す。 

ふるさと探訪（3回）：4人 
生活体験教室（8回）：161 人         
機織り体験教室(３ 回）：24 人 

A（順調） 
ふるさと探訪(３ 回）  
生活体験教室（8回）   
機織り体験教室(3 回） 

72 博物館クラブ 教）美術博物館
博物館クラブ員として登録された児童を中
心に様々な活動を実施します。 

各種活動の実施 
年 6回開催 
62 人参加 

各種活動を引き続
き実施します。 

年 6回開催 174 人参加 
 （登録者数：19名） 

A（順調） 年 6回開催 

73 
美術館こども広
報部「びとこま」

教）美術博物館
児童の美術館広報として特別展や企画展、
教育普及活動などを取材、記事を作り「び
とこま」の名称で年５ 回発行します。 

広報発行活動の実施 
年 8回開催 
111 人参加 

広報発行活動を引
き続き実施します。

年 8回開催  97人参加 
 （登録者数：16名） 

A（順調） 年 8回開催 

１
１
．
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

74 
スポーツ施設
無料開放事業 

スポーツ推進室

昭和 41年に全国で初めて議決された「ス
ポーツ都市宣言」により、幼児から中学生
を対象に、スケートリンクや温水プール及
び体育館等の個人利用料金を免除します。

利用料の免除 実施箇所数：12施設 
利用料の免除を引
き続き実施します。

（平成 26年実施施設にリニューアルオープンした陸上競技場
を加えた）13施設において、利用料の免除を実施 

A（順調） 引き続き、利用料の免除を実施予定 

75 
全道大会、全国
大会の遠征費
補助事業 

スポーツ推進室

昭和 41年に全国で初めて議決された「ス
ポーツ都市宣言」により、各種スポーツの
全道大会、全国大会の遠征費を助成するこ
とで、児童の健康増進と健全育成を推進し
ます。 

助成率・助成額 
交通費 70％ 
宿泊費 3,000 円 

現行の助成率・助
成額を維持しま
す。 

従来の全道大会、全国大会への補助に加え、国際大会にも対
象を広げ遠征費補助を実施 

A（順調） 
国際大会の遠征費補助制度を廃止し、奨励金交付制度を新設する。な
お、全道大会、全国大会については、従来通り遠征費補助を実施予定

１
２
．
読
書
活
動
の
推
進

76 
読書活動促進
事業 

教）生涯学習課
(中央図書館）

児童やその保護者を対象にした行事を開
催し、児童の読書への関心を高め、健全育
成を推進します。また、児童やその保護者
を対象にしたビデオ上映会を開催し、児童
の読書への関心を高め、健全育成を推進し
ます。また、小学校へ向けた読書支援サー
ビス「スクールメール便ブックちゃん」事
業を推進します。 

内容の充実 
参加人数 

赤ちゃんと楽しむ初めての
絵本ひろば（6回 126人）
ボランティアの協力を得た
読み聞かせ会 
（78回 1,368 人） 
ビデオ上映会 
（26回 372人） 
スクールメール便 
「ブックちゃん」 
（18校 223 セット） 
ほか 

各種活動の内容
の充実及び参加
人数の増加を図り
ます。 

・赤ちゃんと楽しむ初めての絵本ひろば（10回 190 人） 
・ボランティアの協力を得た読み聞かせ会（72回 1,011 人）
・図書館ミニシアター（こども向け 23回 291 人） 
・スクールメール便ブックちゃん（17校 166 セット） 
・読書サポートまなぶくん 
（3校 4回 内容：学校図書館運営相談 3回、調べ学習1回）

A（順調） 

児童やその保護者を対象に、ボランティア等による読み聞かせ、ストーリ
ーテリング、図書館ミニシアター等の行事を開催し、児童の読書への関
心を高め、健全育成を引き続き推進します。 
また、小学校への読書活動支援としてテーマ別の資料セットを学校宛に
配送貸出する「スクールメール便ブックちゃん事業」及び、中央図書館
スタッフを市内小中学校に派遣しブックトーク・調べ学習サポート等の読
書活動支援を行う「読書サポートまなぶくん事業」につきましては、学
校への事業の周知をはかり内容の充実に努めます。 

１
２
．
読
書
活
動
の
推
進

77 
赤ちゃん、絵本
のとびら事業 

教）生涯学習課

すべての赤ちゃんとその保護者を対象に、
本を手渡す機会を設け、親子のふれあいを
深めるとともに、絵本との出会いを提供しま
す。 

配付体制 新規事業 

事業の趣旨の理
解と対象者への周
知をすすめ「赤ち
ゃん、絵本のとび
ら」事業パックの
配布に努めます。

・引換場所にBCG接種会場を加え、図書館等の引換場所へ足
を運ぶのが困難な方の利便性を図り、より多くの赤ちゃんに絵
本に親しんでもらえるよう努めました。 
・配布する絵本を２ 冊から選択方式とし、複数の絵本を紹介し
興味を持っていただけるよう努めました。 
・パックの中に、読み聞かせ方法をマンガで紹介したパンフレ
ットを同梱し、保護者にも読み聞かせに関心を持ってもらえるよ
う工夫しました。 
※28 年度パック配布数：1,212 セット 
※27 年度配布対象者の引換率：83.8％ 

A（順調） 

・事業の趣旨の理解と対象者への周知をすすめ「赤ちゃん、絵本のと
びら」事業パックの配布に努めます。 
・配布する絵本を２ 冊に増やし、３ 冊から選択していただくこととし複数
の絵本に触れ合えるよう取り組みます。 
・配布物について見直し、更なる読書推進に繋がるよう工夫します。 
・事業についてアンケートを実施し、赤ちゃんの世帯の読み聞かせ状況
の把握や意見を取り入れ、事業の充実に努めます。 

１
３
．
健
全
な
成
育

環
境
の
整
備

78 
子どもに有害な
環境排除に向
けた取組み 

こども支援課 

関係機関やＰ Ｔ Ａ・地域団体と連携し、性
や暴力に関する過激な情報雑誌などの自
動販売機の撤去について、自主的措置の働
きかけを行います。 

見回り体制 

有害図書自動販売機撤去
済み有害図書販売店舗や
書店への立ち入り調査の実
施 

有害図書自動販売
機の再設置への
監視及び有害図
書販売店舗や書店
全店舗への訪問
調査を年 1回実施
します。 

有害環境排除モニター連絡会と連携で年 1回の大型店巡回や
連絡会で情報共有をしている。 

A（順調） 現状維持 

１
４
．
子
ど
も
の
活
動
の
経
済
的
支
援

79 
私立高等学校生
徒活動費補助 

教）総務企画課
私立高校等における生徒活動の充実及び
負担の軽減を図るため、学校に対し補助し
ます。 

制度の実施 
対象校：3校 
対象者：1,043 人 
補助金額：7,692,000 円 

国の制度の状況を
注視しながら、引
き続き補助を実施
します。 

対象校：3校 
対象者：1,060 人 
補助金額：7,680,000 円 

A（順調） 
対象校：3校 
対象者：1,267 人 
補助金額：8,301,000 円 

80 
地域青少年対
策促進補助金 

青少年課 
地域子ども会の活動を促進するため、各町
内会に地域青少年対策促進補助金を交付
します。 

制度の実施 
対象者：14,278 人 
総補助額：9,438,400 円 

地域青少年対策促
進補助金を引き続
き交付します。 

対象者：13,878 人 
総補助額：9,318,400 円 

A（順調） 84 町内会へ交付 
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３
．
子
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教
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・
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１
５
．
思
春
期
保
健
対
策
の
充
実

81 
薬物乱用防止
等の教育・啓発
活動 

こども支援課 学校の授業等において喫煙・飲酒や薬物に
よる影響等の教育を行うとともに、青少年に
対する薬物乱用防止への啓発活動を推進
します。 

教室実施体制 全小・中学校で実施 

薬物乱用防止教室
を引き続き全小・
中学校で実施しま
す。 

各関係機関との情報交換を行い、街頭指導等における啓発活
動を実施 

A（順調） 継続して実施します。 

教）指導室 薬物乱用防止教室を全小・中学校で実施しました。 A（順調） 
青少年に対する薬物乱用防止への啓発活動を推進するため、薬物乱用
防止教室を全小・中学校で実施します。 

82 
性教育協議会
への補助 

健康支援課 

性に対する知識の普及のための講演会、会
員による学校などでの講演、思春期教室な
ど、性教育協議会の活動を引き続き支援し
ます。 

支援体制 
講演回数：3回 
参加人数：74人 

支援体制を維持し
ます。 

講演回数：5回 
参加人数：1,353 名 
3 歳児健診：年 36回 
にんしんＳ Ｏ Ｓ カード設置施設 71 施設 

A（順調） 
学校などでの講演会、3歳児健診でのパンフレット配布を行い、引き続
き、性に関する正しい知識の普及に努めます。 

83 

思春期の心と
体に関する正し
い知識の啓発
活動 

教）指導室 

思春期の心と体に関する講座を推進すると
ともに、小学校・中学校の授業における取
組みと連携を図りながら、正しい知識の啓
発に努めます。 

啓発活動の実施 

心と体に関する研修講座 2
講座 
体育・保健体育教育の適切
な実施に向けた指導助言 

正しい知識の啓発
活動を引き続き実
施します。 

全小･中学校において、性教育の指導計画を整備して性に関す
る指導を適切に行いました。 
全小･中学校において、「こころ」や「生命」などに関する「こ
ころの授業」を実施しました。 

A（順調） 
思春期の心と体に関する研修講座を開催するとともに、小・中学校の授
業等を中心とした教育活動全体を通して、正しい知識の啓発に努めま
す。 

84 
デート DV 防止
啓発事業 

男女平等参画課
交際相手からの暴力をなくすために、公共
施設へのリーフレットの設置や出前講座を
関係団体と連携して実施します。 

配付体制出前講座回数 
リーフレット配布箇所数： 
36 施設 
新規事業 

リーフレットの配布
体制を維持します。
10 回 

・関係機関からの資料収集・提供 
・男女平等参画情報誌「ふりーむ」、ホームページ等で相談
窓口の周知を図る 
・女性の人権講演会：67人 
・DV防止啓発事業の実施（パープルリボンの配布） 
日本女性会議 2017 とまこまいプレ大会（平成 28年 11月 13
日実施）において女性に対する暴力をなくす運動週間に合わせ
啓発パネルの掲示と、来場者へパープルリボンの配布を行っ
た。 
・苫小牧市クローバーの会と共催により公共施設、町内会館等
36施設の女性用トイレに、DV防止リーフレットを設置 （通年）
・市内の中学校、高校等へ事業案内を送付。 
９ 校で出前授業を実施し、1125 名の参加があった。 

A（順調） 

・関係機関からの資料収集・提供 
・男女平等参画情報誌「ふりーむ」、ホームページ等で相談窓口の周
知を図る 
・女性の人権講演会 
・DV防止啓発事業の実施（パープルリボンの配布） 
・苫小牧市クローバーの会と共催により公共施設、町内会館等 36施設
の女性用トイレに、DV防止リーフレットを設置 （通年） 
･予定校数を 15校に増やして継続実施 

４
．
子
ど
も
・
子
育
て
を
地
域
で
支
え
あ
う
環
境
を
つ
く
り
ま
す

１
．
地
域
に
お
け
る
子
育
て
相
談
・
交
流
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85 
地域子育て支
援事業 

こども育成課 

保育園子育てルームやとまこまい子育て支
援センターにおいて、子育てしている親とそ
の乳幼児を対象に、交流の場の提供、子育
ての相談や援助、子育て関連の情報提供や
講習会の開催などを行うとともに、子育て
サークルの育成支援など地域のネットワー
クづくりを推進します。 

登録世帯数 2,252 世帯 2,500 世帯 
プレイルーム 
登録世帯数：2,338 世帯 
延利用者数：32,922 人 

B（概ね順調） 28年度と同様に実施予定 

86 
ファミリー・サポ
ート・センター
事業 

こども支援課 

子育てについて援助を受けたい人と援助を
したい人により会員組織をつくり、地域の人
が相互に子育て家庭を支援していくファミリ
ー・サポート・センター事業を推進します。

支援実施率 
100％ 
（活動件数：3,070 件） 

100% 
100％ 
（活動件数：3,956 件） 

A（順調） 継続して実施します。 

87 
子育てサロンの
実施 

青少年課 
健康支援 

児童センターにおいて、子育てサロンを開
催し、育児相談や親同士の交流を図りなが
ら子育て支援を推進します。 

支援体制 参加延べ人数：596人 
支援体制を維持し
ます。 

事業名をとまベビータイムに変更し各児童センター（６ 館）で
各５ 回開催 

A（順調） 平成 28 年度と同様に 6施設で各 5回開催 

88 
異年齢時・世代
間交流事業 

こども育成課 
園児と地域の児童やお年寄りとが、地域行
事などを通じて共同活動を行ったり、伝承
遊びを行うなどの交流活動を推進します。

実施園数 

異年齢交流実施園数：10 園
世代間交流実施園数：6園 
（H25 年度実績については
保育所のみ） 

保育所・幼稚園・
認定こども園全園

異年齢及び世代間交流実施園数 
※保育所及び認定こども園全園 
○保育所 19 園 
○認定こども園 5園 

B（概ね順調）
幼稚園における取組みについても実施状況の把握に努め、交流活動を
推進します。 

89 利用者支援事業 こども育成課 

子育て家庭のニーズに合わせて、認定こど
も園・幼稚園・保育所などの施設や、地域
の子育て支援事業などから必要な支援を
選択して利用できるよう、専任職員が情報
提供や相談・援助を行う利用者支援事業を
推進します。 

実施箇所数 新規事業 4 か所 

引き続きこども育成課窓口、子育て支援センター利用者支援員
を配置し、児童センター等への出張相談を実施しました。 
【28 年度実績】 
延相談件数：1,919 件 

A（順調） 
子育て世帯への情報提供や相談業務に加え、出張相談やイベント参加等
を通じて事業の充実を図ります。 

２
．
保
護
の
必
要
な
子
ど
も
の
受
け
入

れ
先
の
確
保

90 
子育て短期支
援事業（ショー
トステイ） 

こども支援課 

保護者の病気や入院、事故などにより、家
庭での児童養育が一時的に困難になった
場合、里親において一時的に児童を短期間
預かる子育て短期支援事業を推進します。

支援体制 
利用世帯数：7世帯 
利用延べ日数：64日 
契約里親数：7世帯 

支援体制を維持し
ます。 

利用世帯数：17世帯 
利用延べ日数：95日 
契約里親数：9世帯 

A（順調） 支援体制を維持します。 

91 里親制度 こども支援課 

何らかの事情により家庭での養育が困難
又は受けられなくなった児童が、できる限
り家庭的な環境で養育されるよう、温かい
愛情と正しい理解をもった家庭の中で養育
する里親制度の普及促進と里親の開拓を
図ります。 

登録里親数 19 組 24 組 22 組（27 年度） A（順調） 継続して取り組みます。 
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４
．
子
ど
も
・
子
育
て
を
地
域
で
支
え
あ
う
環
境
を
つ
く
り
ま
す

92 
児童センターの
利用促進 

青少年課 

児童の健康を増進し、豊かな情操を育むた
め、児童センターの利用促進を図るととも
に、子ども会・母親クラブなどの育成に努
めます。 

来館者数 100,466 人 105,000 人 118,738 人 A（順調） 
苫小牧市Ｈ Ｐ にて利用方法掲載 
各児童センターから近隣小学校へ案内、ポスターの送付 

３
．
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
推
進

93 
放課後子ども総
合プラン 

青少年課 
教）総務企画課

次代を担う人材を育成するため、全ての児
童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様
な体験・活動を行うことができるよう、一体
型の放課後児童クラブ及び放課後子ども
教室を推進し、余裕教室が確保できた学校
での実施について検討します。 

モデル実施校の選定 新規事業 
モデル実施校を 
2 か所選定し、 
実施します。 

モデル実施校の選定に向けた協議を継続した。 
C（やや遅れ
ている） 

引き続き、実施に向けての協議を実施していく。 

94 
青少年委員委
嘱事業 

青少年課 
各町内会単位で青少年委員を委嘱し、地域
と一体となった青少年の健全育成・非行防
止活動を推進します。 

研修会・講習会開催回数 1回 3 回 1 回（Ｈ 28.11.22 開催） B（概ね順調） 例年通り開催 

95 
健全育成啓発
資料発行 

青少年課 
1 年間の主な健全育成事業結果を「青少年
だより」としてまとめ、各町内会・学校等に
配付します。 

発行体制 年 1回 231 部 
発行体制を維持し
ます。 

年 1回 155 部 A（順調） 平成 29 年度は 5月上旬発行予定 

96 
「希望の鐘」吹
鳴事業 

こども支援課 
青少年育成の願いを込め、学校・公園に設
置している「希望の鐘」を1日 3回吹鳴し
ます。 

事業体制 
25 か所設置 
1 日 3 回吹鳴 

事業体制を維持し
ます。 

25 か所設置 
1 日 3 回吹鳴 

A（順調） 事業体制を維持します。 

97 
幼児・児童の健
康増進事業 

スポーツ推進室

幼児・児童を対象として、総合体育館や川
沿公園体育館で、親子のびのび教室や少
年少女体力づくり教室などを開催し、幼
児・児童の健康増進と健全育成を推進しま
す。 

実施回数 
参加人数 

10 回 
1,327 人 

12 回 
1,500 人 

18 回                    
1,677 人 

A（順調） 
引き続き、幼児・児童の健康増進と健全育成の推進を目的とし、教室
などを開催する。また、総合体育館、川沿公園体育館以外の施設でも
教室を開催予定。 

４
．
子
ど
も
の
権

利
の
普
及
・
啓
発

98 
子どもの権利
の普及・啓発 

教）指導室 

「子どもの権利条約」の指導資料を指導室
ホームページに掲載し、授業での活用や配
付を行うとともに、苫小牧市いじめ問題子ど
もサミットを実施し、子どもの権利の普及・
啓発に努めます。 

啓発活動の実施 

指導資料をホームページに
掲載済み 
第 1回苫小牧市いじめ問題
子どもサミットを実施
（H25.7.6） 

啓発活動を引き続
き実施します。 

「子どもの権利条約」の指導資料を指導室ホームページに掲
載し、授業等において活用を図るよう各小･中学校に指導・助
言しました。 
平成 28年 7月 2日(土)に第 4 回苫小牧市いじめ問題子どもサ
ミットを開催しました。 

A（順調） 

「子どもの権利条約」の指導資料を指導室ホームページに掲載し、授
業での活用を図るよう指導・助言するとともに、平成 29年 7月 1 日(土)
に第 5 回苫小牧市いじめ問題子どもサミットを開催し、子どもの権利の
普及・啓発に努めます。 

５
．
安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

99 
公営住宅の建
替事業の推進 

住宅課 

老朽化し手狭な市営住宅の建替えにおい
て、子育てにも対応できる、ゆとりのある住
宅づくりに努めます。【平成 26年度から日
新団地の建替事業に着手】 

建設棟・戸数 若草団地 1棟 120戸建設 
日新団地 4棟 192
戸建設 

日新団地建替事業において、2棟目（13号棟 60 戸）が竣工、
3棟目（6号棟 36戸）の建設にも着手。すべての住宅にユニ
バーサルデザインを採用。 

A（順調） 
3 棟目（6号棟 36戸）が竣工。4棟目（11号棟 60 戸、ユニバーサル
デザイン採用）の建設にも着手。 

100
安心安全な道
路整備 

道路河川課 
道路維持課 

人にやさしい街づくりを目標に、安心・安全
に配慮した道路整備、歩道のバリアフリー
化、除雪体制の充実などを推進します。 

対象路線の整備 
除雪体制の充実 

植苗停車場道線・新開町 5
号中通 
除雪体制の時間短縮 

三条通線など、引き
続き整備を実施しま
す。 
引き続き除雪体制
の充実を図ります。

 拓勇小学校ほか 4校の交通安全対策及び植苗停車 
場道線・三条通線の歩道改良に努めた。 
 除雪対応の時間短縮に努めた。 

A（順調） 
小学校の交通安全対策、植苗停車場道線の歩道改良及び除雪体制の時
間短縮について、引続き推進する。 

101 街路灯整備 市民生活課 

夜間の犯罪、事故を防止し、通学路などの
安全を確保するため、幹線道路に街路灯を
設置するとともに、生活道路に街路灯を設
置した町内会などに助成します。 

制度の実施 
街路灯 66基設置 
町内会等が設置した街路灯
288 基に対し補助金を交付 

要望に応じた街路
灯の設置、町内会
等への補助金の
交付を引き続き実
施します。 

街路灯 28基設置 
町内会等が設置した街路灯 53基に対し補助金を交付 

A（順調） 
街路灯 34基設置 
町内会等が設置した街路灯 63基に対し補助金を交付 

102
公園のリニュー
アル化 

緑地公園課 
古い公園の遊具などをリニューアルし、子
どもたちに環境の良い遊び場を引き続き提
供します。 

遊具などのリニューアル
化 

光洋 1丁目公園・大成 2号
公園・矢代 1丁目公園、旭
町 2丁目公園、沼ノ端南 13
号公園、ときわ 6丁目公園、
澄川 7丁目公園、元中野 2
丁目公園のリニューアル整
備を実施 

遊具などのリニュ
ーアルを引き続き
実施します。 

しらかば 6丁目公園・桜木 1丁目公園・船見1丁目公園・沼
ノ端南 6号公園・沼ノ端南 8号公園・勇払 6号公園、植苗ファ
ミリー公園のリニューアル整備を実施 

B（概ね順調）
澄川町 3丁目公園・柏木 2丁目公園・勇払 10号公園・啓北公園・双
葉町 1号公園、市民文化公園のリニューアル整備を実施予定 

103
親の目の届く公
園整備 

緑地公園課 
街区公園及び近隣公園に幼児が遊べる遊
具を設置し、親子が安心して遊べる空間を
整備します。 

遊具の設置 

大成 2号公園、矢代 1丁目
公園、旭町 2丁目公園、沼
ノ端南 13号公園、ときわ 6
丁目公園、澄川 7丁目公
園、元中野 2丁目公園に幼
児用遊具を設置 

遊具の設置を引き
続き実施します。

しらかば 6丁目公園・桜木 1丁目公園・沼ノ端南 6号公園、
植苗ファミリー公園に幼児等が遊べる遊具を設置 

A（順調） 新生台公園ほか 5公園に幼児等が遊べる遊具を設置予定 
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104
公共施設のバリ
アフリー化の推
進 

建築課 

苫小牧市福祉のまちづくり条例に基づき、
子育て世帯が安心して利用できるトイレ整
備のほか、公共施設等のバリアフリー化を
推進します。 

バリアフリー化 

公園便所新築バリアフリー
化（2か所） 
新大成児童センター新築、
沼ノ端児童クラブ室新築、
青翔中学校校舎増築、苫小
牧駅自由通路トイレ等改修
バリアフリー化（4施設） 

公共施設の新設や
既存施設の改修
時に、バリアフリー
化を引き続き実施
します。 

・日新市営住宅 13号棟新築 
・日新市営住宅 6号棟新築（Ｈ 28・29 継続工事） 
・啓北中学校屋内運動場改築（Ｈ 28・29 継続工事） 
・北光小学校校舎改築（Ｈ 28・29継続工事） 
・ウトナイ小学校校舎増築 

A（順調） 

・日新市営住宅 6号棟新築 
・日新市営住宅 11号棟（Ｈ 29・30継続工事） 
・拓進小学校校舎増築 
・啓北中学校屋内運動場改築（Ｈ 28・29 継続工事） 
・北光小学校校舎改築（Ｈ 28・29継続工事） 

設備課 

・日新町市営住宅 13号棟新築 
・日新町市営住宅 6号棟新築（Ｈ 28・29 継続事業） 
・北光小学校校舎改築（Ｈ 28・29継続事業） 
・ｳﾄﾅｲ小学校校舎増築 
・心身障害者ｾﾝﾀｰ改修 
・市営庭球場ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ便所改修 
・市庁舎南ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修 

A（順調） 
・日新町市営住宅 6号棟新築 
・北光小学校校舎改築 
・日新町市営住宅 11号棟新築（Ｈ 29・30継続事業） 

障がい福祉課 白鳥アリーナトイレ改修バリアフリー化 A（順調） 苫小牧市福祉ふれあいセンターの優先駐車スペースに屋根を設置予定

105
市主催事業等
での託児の実
施 

男女平等参画課
講演会、学習会など市主催の事業において
託児を実施し、子育てする親の文化活動等
を支援します。 

託児の実施 

女性センター、男女平等参
画課主催全ての講座等で
の託児：36講座 
託児人数：延べ 309 人 
託児回数：74回 

託児を引き続き実
施するとともに、託
児年齢の拡大を図
ります。 

男女平等参画推進センター実施事業（講座、法律相談等）で
の託児（1歳以上中学生まで） 
託児人数：延べ 340 人 
託児回数：90回 

A（順調） 男女平等参画推進センター主催・共催の全ての事業で託児実施 

７
．
子
ど
も
の
交
通
安
全
の
確
保

106 交通安全教室 安全安心生活課
交通安全指導員が保育園・幼稚園・小学
校・町内会などに出向き、交通安全教室を
開催します。 

実施回数 374 回 390 回 354 回 A（順調） 354 回 

107
交通安全啓発
の実施 

安全安心生活課
市広報紙への掲載や家庭訪問などにより、
交通安全の啓発を推進します。 

運動期間の広報掲載回数 
交通安全新聞配布対象者 
家庭訪問による啓発活動
実施回数 
交通安全啓発ちらし配布箇
所数 

6 回掲載 
小中学校全校生徒に配布 
14 回訪問 
小中学校：4校 
市内全高等学校 

6 回掲載 
小中学校全校生徒
に配布 
15 回訪問 
全小中学校 
市内全高等学校 

6 回掲載 
小中学校全校生徒に配布 
11 回訪問 
小中学校：4校 
市内全高等学校 

B（概ね順調）

6回掲載 
小中学校全校生徒に配布 
15 回訪問 
全小学校 中学校：2校 
市内全高等学校 

108
巡回広報・早期
啓発の実施 

安全安心生活課
毎月１ 日・１ ５ 日に、登校時間に合わせて
市内を巡回広報し、交通安全の啓発を推進
します。 

巡回広報体制 19 回実施 
巡回広報体制を維
持します。 

19 回実施 A（順調） 19 回実施 

109
登校時街頭指
導 

安全安心生活課
交通安全指導員が登校時間に通学路に立
ち、交通安全指導を行います。 

指導体制 
登校時や低学年の下校時
に合わせて毎日実施 

交通安全の指導
体制を維持しま
す。 

登校時や低学年の下校時に合わせて毎日実施 A（順調） 交通安全の指導体制を維持します。 

110
交通安全施設
整備事業 

安全安心生活課
横断歩道灯、横断歩道防護柵、通学路標
識、幼児ゾーン標識、スクールゾーン大型
表示板などを設置します。 

設備の設置 

横断歩道灯：6基 
カーブミラー：1基 
通学路標識：9基 
スクールゾーン 
大型表示板板：3基

市民の要望などに
合わせて、設備の
設置を引き続き実
施します。 

横断歩道灯：5基 
カーブミラー：1基 
通学路標識：10基 

A（順調） 市民の要望などにあわせて設備の設置を引き続き実施します。 

８
．
青
少
年
の
非
行
対
策

111 広報誌発行事業 こども支援課 

青少年の非行問題に対して、家庭・学校・
地域・関係機関が一体となった取組みを推
進するため、広報誌「少年指導センターだ
より」を小学校・中学校・高校・関係機関
に配付します。 

発行体制 
年 3回 
各 15,400 部 

発行体制を維持し
ます。 

年 3回 
各 15,400 部 

A（順調） 発行体制を維持します。 

112
関係機関・団体
との情報交換 

こども支援課 

青少年の問題行動に対応するため、警察署
や小学校・中学校・高校生徒指導連絡協
議会等の関係機関・団体と情報交換を行い
ます。 

連絡体制 

小学校生徒指導連絡協議会 
中学校生徒指導連絡協議会 
高等学校生徒指導連絡協議
会 
中学校区別生徒指導連絡協
議会 
五地区広域補導連絡協議会 
胆振東部青少年補導連絡協
議会 

連絡体制を維持し
ます。 

小学校生徒指導連絡協議会 
中学校生徒指導連絡協議会 
高等学校生徒指導連絡協議会 
中学校区別生徒指導連絡協議会 
五地区広域補導連絡協議会 
胆振東部青少年指導連絡協議会 

A（順調） 連絡体制を維持します。 
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基本
目標

区
分 No. 施策名 担当課 内容 評価

指標
現状値

（H25 年度）
目標値
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４
．
子
ど
も
・
子
育
て
を
地
域
で
支
え
あ
う
環
境
を
つ
く
り
ま
す

113 巡回活動事業 こども支援課 

巡回活動を通して非行の実態を把握すると
ともに、状況を分析し効果的な対応計画を
策定し、非行の未然防止・早期発見・早期
指導のための活動を推進します。 

巡回体制 
街頭指導 
年間 1,360 回 

巡回体制を維持し
ます。 

街頭指導 
年間 1,076 回 

A（順調） 巡回体制を維持します。 

９
．
子
ど
も
の
犯
罪
被
害
防
止

114 防犯啓発事業 安全安心生活課
安心なまちづくりのため、「防犯だより」
の発行、地域防犯巡回パトロール・出前講
座を行います。 

啓発活動の実施 

「防犯だより」年 6回発行
地域パトロール実施回数：
年 41回 
出前講座実施回数：年 1回

啓発活動を引き続
き実施します。 

「防犯だより」年 6回発行 
地域パトロール実施回数：年 14回 
出前講座実施回数：年4回
歳末地域安全運動市民パレード実施
自主防犯組織への活動支援 

B（概ね順調）

「防犯だより」年 6回発行 
地域パトロール実施回数：年 12回 
出前講座実施回数：年４ 回
歳末地域安全運動市民パレード実施
自主防犯組織の活動支援 

115
「子どもSOSの
家」運動の推進

こども支援課 
変質者・不審者から子どもを守るため、全
市的な取組みとして、「子ども SOSの家」
の推進に努めます。 

事業の推進 
貼付・配布活動 
（配布枚数 8,900 枚） 

「子ども SOSの
家」事業の趣旨・
目的の浸透を図る
とともに、貼付場所
の把握及び適切
な場所への貼付を
目的に、貼付マッ
プを作成します。

貼付・配布活動 
（配布枚数 9,104 枚） 

A（順調） 現状維持 

116
｢子どもを守り心
を育てる運動」の
取組の推進 

こども支援課 

次世代を担う青少年の健全育成を図るた
め、毎年 7月 1日～7月 31日に「子ども
を守り心を育てる運動」を展開し、いじめ・
薬物乱用根絶運動や挨拶運動等を推進し
ます。また、7月を「強調月間」として指
定し、街頭啓発運動や各種巡回活動を実施
します。 

運動体制 参加団体数：21団体 
各種運動を引き続
き実施します。 

参加団体数：27団体 A（順調） 現状維持 

５
．
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
特
性
に
配
慮
し
た
き
め
細
か
な
支
援
を
し
ま
す

１
．
児
童
虐
待
に
対
す
る
対
策

117
要保護児童対
策地域協議会 

こども支援課 

児童虐待の予防・防止、早期発見及び虐
待事例への円滑な支援を行うために「要保
護児童対策地域協議会」との連携を強化
し、関係機関によるケース検討会議や実務
者会議を開催します。 

連携体制 

要保護児童対策地域協議
会個別ケース検討会議開
催数：70回 
対象児童数：166 人 

連携体制を維持し
ます。 

要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議開催数：８ ２
回 
対象児童数 205人 

A（順調） 連携体制を維持します。 

118
児童相談体制
の充実 

こども支援課 

増加する児童虐待相談に対応するため、相
談体制の充実を図るとともに、発生予防か
ら早期発見・早期対応、保護・支援、家族
の再統合にいたるまでの切れ目ない総合
的な支援の充実を図ります。 

相談体制 
家庭児童相談延べ件数：
3,112 件 

児童相談体制を維
持します。 

家庭児童相談延べ件数：3,366 件 A（順調） 児童相談体制を維持します。 

119
児童虐待防止
の出前講座 

こども支援課 

児童虐待の予防・防止や発見時の早期通
報の重要性を市民に理解してもらうため、
出前講座を通じて児童虐待の現状や事例
などを紹介しながら、未然防止や緊急通報
などの周知を図ります。 

開催回数 2 回 5 回 
児童虐待出前講座：7回 
子育て法講座：0回 

B（概ね順調） 継続して実施します。 

120
児童虐待に対
する専門性の
向上 

こども支援課 
児童関係者に対して、虐待について理解し、
対処方法等を学ぶための研修会等を開催
し、虐待に関する知識の普及を図ります。

開催回数 

要保護児童対策地域協議会 
代表者会議：1 回 
実務者会議：1 回 
各種研修会：2 回 

要保護児童対策地
域協議会 
代表者会議：1回
実務者会議：3回
各種研修会：3回

要保護児童対策地域協議会 
代表者会議：1回 
実務者会議：15回 
各種研修会：1回 

A（順調） 継続して実施します。 

121
児童相談所と
の連携強化 

こども支援課 

一時保護等の実施が適当であると判断し
た場合など児童相談所の専門性や権限を
要する場合には、適切に援助を求めるほ
か、道と相互に協力し、児童虐待による重
大事例の検証を行います。 

連携体制 児童相談所通告件数：31 件
連携体制を維持し
ます。 

児童相談所通告件数：16件 A（順調） 連携体制を維持します。 

２
．D

V

（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）
家
庭
へ
の
支
援

122
女性相談体制
の充実 

こども支援課 

夫などからの暴力により心身の安全が脅
かされ、緊急に保護を要する女性及び同伴
する児童の相談を受けるとともに、警察や
民間シェルターなど関係機関と連携をしな
がら、被害者の保護支援を図ります。 

相談体制 
女性相談延べ件数：407 件
女性相談援助センター等へ
の入所件数：21件 

女性の相談体制を
維持します。 

女性相談延べ件数：382件 
女性相談援助センター等への入所件数：23件 

A（順調） 女性の相談体制を維持します。 

男女平等参画課
女性弁護士による女性のための法律相談
を実施します。 

相談体制 
一般相談件数：6件 
法律相談件数：12件 

女性の相談体制を
維持します。 

一般相談件数：11人 
法律相談件数：15人 
・男女平等参画推進センター施設の機能・名称変更に伴い、
「弁護士による無料法律相談」に改め、相談対象者の拡大を
図った。また、夜間にも相談を実施し、幅広い対象者の利用促
進を図った。 

A（順調） 
一般相談：随時 
法律相談：6.11.3 月実施 
・社協の相談事業において一体化した PRを実施し、周知の拡充を図る

123
民間シェルター
への支援 

男女平等参画課

ドメスティック・バイオレンス等の被害女性
やその子どもの保護や自立支援を行う民間
シェルターを運営する団体に対し支援を行
い、連携しながら被害者支援の充実を図り
ます。

支援体制 

運営費の一部として家賃及
び光熱費の実支出額を補
助 
(交付額 2,068,000円） 

支援体制を維持し
ます。 

民間シェルターの運営費の一部として、家賃及び光熱水費の実
支出額を補助 
（交付額 2,200,000円） 

B（概ね順調） 支援体制の維持。 
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５
．
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
特
性
に
配
慮
し
た
き
め
細
か
な
支
援
を
し
ま
す

３
．
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
経
済
的
支
援

124
ひとり親家庭等
医療費助成 

こども支援課 
母子及び父子家庭等に対し、疾病の早期治
療を促進し、健康の保持・増進を図ること
を目的に、医療費の一部を助成します。 

制度の実施 
受給対象者：親 2,823人 
子 4,323 人 
総助成額：193,560,044円

北海道の助成を上
回る市単独の助成
を実施します。 

母子及び父子のひとり親家庭等を対象に医療費の助成を実施。 
（受給者数：6,016 人） 

A（順調） 北海道の助成を上回る市単独の助成を実施します。 

125
母子家庭等児
童入学援助金 

こども支援課 
小学校または中学校に入学する児童がいる母
子家庭等の生活を援助するため、入学援助金
を支給し、児童の福祉増進を図ります。 

援助金額 
小学生：20,000 円 
中学生：30,000 円 

現行の援助金額
の水準を維持しま
す。 

支給状況 
小学生 138人 
中学生 198人 
支給総額 8,700,000円 

A（順調） 現行の援助金額の水準を維持します。 

126
母子家庭等自
立支援給付金
事業 

こども支援課 

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を
より効果的に推進するため、「自立支援教
育訓練給付金事業」や「高等職業訓練促
進給付金事業」の利用を促進します。 

制度の実施 

自立支援教育訓練給付金 
：6件 
高等職業訓練促進給付金 
：8件 

対象者への給付を
引き続き実施しま
す。 

自立支援教育訓練給付金：5件 
高等職業訓練促進給付金：16件 
高卒認定試験合格支援給付金：0件 

A（順調） 対象者への給付を引き続き実施します。 

127 児童扶養手当 こども支援課 

父又は母と生計を同じくしていない児童を
養育している家庭等の生活の安定と自立
を助け、児童の福祉の増進を図ることを目
的として、児童を監護する父又は母や、そ
の者に代わって児童を養育している人に、
児童が満 18歳に到達した年度末まで手当
を支給します。 

制度の実施 
受給者数：31,519 人 
支給総額：1,248,803,580 円

国の制度に基づ
き、受給対象者に
対し、引き続き手
当を支給します。

受給者数：29,445人 
支給総額：1,174,591,750 円 

A（順調） 国の制度に基づき、受給対象者に対し、引き続き手当を支給します。 

４
．
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
相
談
体
制
の
強
化

128
母子等相談体
制の充実 

こども支援課 
母子家庭の自立支援のため、専門相談員
による助言・指導を行うなど相談体制の充
実を図ります。 

相談体制 母子相談延べ件数：1,125 件
相談体制を維持し
ます。 

母子相談延べ件数：1,032件 A（順調） 相談体制を維持します。 

129
ひとり親家庭等
日常生活支援
事業 

こども支援課 
ひとり親家庭が安心して子育てしながら生
活できるよう、一時的な家事援助や保育等
のサービスを提供します。 

支援率 新規事業 
100％ 
※H28 年度 
実施予定 

支援回数：97回 A（順調） 支援体制を維持します。 

130
ひとり親家庭学
習支援事業 

こども支援課 

ひとり親家庭の児童等は、精神面や経済面
で不安定な状況におかれることにより、学
習や進学の意欲が低下したり、充分な教育
が受けられず、児童等の将来に不利益な影
響を与えかねないため、大学生や教員退職
者等による学習支援を実施します。 

利用者数 新規事業 50 人 受講者数：35人 A（順調） 継続して取り組みます。 

５
．
障
が
い
児
の
発
達
支
援

131 障がい児相談 発達支援課 
障害児通所支援や障害福祉サービス利用
のための相談支援事業をはじめ、児童の発
達や障がいにかかわる相談をします。 

相談体制 

相談件数（子ども発達相談）
未就学児：438 件 
就学児：160 件 
相談支援利用計画作成件数 
203 件 

相談体制を維持す
るとともに、ホーム
ページや広報での
周知に努めます。

相談件数（子ども発達相談） 
未就学児：448件 
就学児：119 件 
相談支援利用計画作成件数 
190 件 

B（概ね順調）

相談件数（子ども発達相談） 
未就学児：460件 
就学児：120 件 
相談支援利用計画作成件数 
230 件 

132 就学相談 教）指導室 
障がいの疑いのある子どもの就学や教育
についての相談を行います。 

相談体制 相談件数：81件 
相談体制を維持し
ます。 

障害のある又は疑いのある子どもの就学や教育についての相
談を行いました。 
相談件数 132 件 

A（順調） 
障害のある又は疑いのある子どもの就学や教育についての相談を行い
ます。 

133
障がい児の通
所支援 

発達支援課 

障がいのある幼児・児童に対し、通所によ
り日常生活における基本動作の指導、集団
生活への適応訓練を行います。民間事業所
の利用を含め、当該通所支援の利用機会
の確保を図ります。 

月平均利用回数 
未就学児：1.9 回 
就学児：2.3 回 

未就学児：4回 
就学児：4回 

未就学児：1.6 回 
就学児：1.8 回 

C（やや遅れ
ている） 

未就学児：2回 
就学児：2回 

障がい福祉課
障がいのある幼児・児童に対し、民間事業
所の利用を含め、当該通所支援の利用機
会の確保を図ります。 

事業所数 
4 か所 
（1月当たりの平均利用者
数 1,034.73 延人/月） 

10 か所 
 20か所 
（1月当たりの平均利用者数 3,576.89 延人/月） 

A（順調）  対象者への障害児通所給付を引き続き実施します。 

134
障がい児自立
支援給付事業 

障がい福祉課
障がいのある幼児・児童に対し、居宅介護、
補そう具交付、短期入所等の支援に対する
経費を給付します。 

制度の実施 

事業者数： 
（居宅介護）26か所 
（短期入所）7か所 1月当
たりの平均利用者数： 
（居宅介護）9人/月 
（短期入所）3人/月 
補そう具：128件 
日常生活用具：113件 

対象者への自立
支援給付を引き続
き実施します。 

事業者数： 
（居宅介護）43か所、（短期入所）8か所 
1 月当たりの平均利用者数： 
（居宅介護） 6 人/月、（短期入所） 2人/月 
補そう具：145件、日常生活用具：100 件 

A（順調） 対象者への自立支援給付を引き続き実施します。 
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135

特別支援学級
通学通級児童
生徒付添者交
通費補助 

教）学校教育課

特別支援学級などに通学・通級する児童生
徒の登下校の送迎をするために、バスまた
は自家用車を利用する保護者などに、送迎
に要する交通費を助成します。 

制度の実施 

小学校：バス利用 1人、 
車利用 14人 
中学校：バス利用 12人、
車利用 10人 

対象者への助成を
引き続き実施しま
す。 

小学校：バス利用 1人、車利用 13人 
中学校：バス利用 9人、車利用 8人 

A（順調） 対象者への助成を引き続き実施します。 

136
重度心身障害
者（児）医療費
助成 

障がい福祉課
重度心身障がい者（児）に対し、疾病の早
期治療を促進し、健康の保持・増進を図る
ことを目的に、医療費の一部を助成します。

制度の実施 
重度心身障害者医療費助
成の資格認定件数：5,037
人 

対象者への助成を
引き続き実施しま
す。 

重度心身障害者医療費助成の資格認定件数：4,964 人 A（順調） 対象者への助成を引き続き実施します。 

137 障害児福祉手当 障がい福祉課
在宅の重度障がい児に対して、その重度の
障がいのために生じる特別の負担を軽減
するため、手当を支給します。 

制度の実施 
受給者数：126人 
支給総額：21,271,000円 

対象者への手当
の支給を引き続き
実施します。 

受給者数：114人 
支給総額：19,785,200円 

A（順調） 対象者への手当の支給を引き続き実施します。 

138
特別児童扶養
手当 

障がい福祉課
精神又は身体に障がいのある児童を養育
している方に、手当を支給することにより福
祉の増進を図ります。 

制度の実施 受給者数：408人 
対象者への手当
の支給を引き続き
実施します。 

受給者数：420人 A（順調） 対象者への手当の支給を引き続き実施します。 

７
．
障
が
い
児
の
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139
障害児保育事
業 

こども育成課 

保育を必要とする心身に障がいのある児
童を保育園に入所させ、健常児との集団保
育を通じて、障がい児の成長発達の促進を
図る障害児保育を推進します。 

実施園数 
19 園 
（H25 年度の実績は保育
所のみ） 

28 園 

保育所及び認定こども園全24園において障がい児保育の実施
が可能です。 
【28 年度実績<保育部分のみ＞】 
実施園数：20園 
児童数：63人 

A（順調） 28 年度と同様に実施予定 

140
私立幼稚園障
害児教育補助 

こども育成課 
心身に障がいのある幼児を就園させ、健常
児とともに幼児教育を積極的・継続的に行
う幼稚園の設置者に、補助金を交付します。

制度の実施 対象：9園 23人 
対象園（幼児）へ
の補助金交付を引
き続き実施します。

補助園数：13園 
補助対象児童数：32 
補助額：3,200,000 円 

A（順調） 対象園（幼児）への補助金交付を引き続き実施します。 

141
保育所等訪問
支援事業 

発達支援課 

障害児施設で指導経験のある児童指導員
や保育士が、保育所などを２ 週間に１ 回程
度訪問し、障がい児や保育所などのスタッ
フに対し、障がい児が集団生活に適応する
ための専門的な支援を行います。 

訪問回数 60 回（支援人数：8人） 
80 回（支援人数：
10人） 

167 回（支援人数：23 人） A（順調） 100 回（支援人数：10 人） 

142
幼稚園等相談
事業 

こども育成課 
教）指導室 

（子ども支援室）

幼稚園等に通う、発達に遅れや、心身に障
害のある幼児の小学校就学に向けての相
談等を、幼稚園等に訪問し実施します。 

相談体制 訪問相談件数：9件 
幼稚園等への訪
問相談体制を維持
します。 

指導主事、子ども支援室「あかり」の相談員、健康こども部こ
ども育成課主任幼児教育支援員とともに幼稚園･保育所を訪問
しました。 
訪問相談件数：7件  

A（順調） 
幼稚園等に通う、発達に遅れや、心身に障害のある幼児の小学校就学
に向けての相談等を、幼稚園等の要請に応じて訪問します。 

８
．
特
別
支
援
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の
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143
特別支援教育
コーディネータ
ーの充実 

教）学校教育課
教）指導室 

各市立小・中学校で特別支援教育コーディ
ネーターを指名し、関係機関との連携を図
ります。 

連携体制 
11エリアの全体会の総実施
回数：55回 

連携体制を維持す
るとともに、内容の
充実を図ります。

障害のある又は疑いのある児童生徒の支援等に関する学校間
及び関係機関の連携を目的に、エリアプロジェクトを推進しまし
た。 
エリア会議の実施回数：84回 

A（順調） 
エリア会議において、児童生徒への支援及び教職員研修の充実を図ると
ともに、特別支援教育コーディネーターを中心とした学校間及び関係機
関との連携を図ります。 

144
特別支援教育
支援員の配置 

教）学校教育課
市立小・中学校に対し、特別支援教育支援
員を配置します。 

特別支援教育支援員の
配置 

18 人配置 
小学校：11人 
中学校：7人 

特別支援教育支援
員を必要に応じ、
引き続き配置しま
す。 

33 人配置（人区 31） 
小学校：20人 
中学校：13（人区 11） 

A（順調） 
35 人配置（人区 34） 
小学校：22人 
中学校：13（人区 12） 


